
令和４年１１月９日 

教育委員会中央図書館運営企画課 

指定管理者候補の選定結果について 

 下記のとおり、指定管理者の「候補」が選定されました。指定管理者の指定については、地方自

治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を経る必要があり、令和４年１２月議会定例会

の議決により指定することとなります。 

記 

１ 指定概要 

 （１）施設概要 

  名  称：北九州市立門司図書館 

    所 在 地：北九州市門司区老松町３番３号 

    施設内容：開館年月  明治４３年６月（昭和３９年１月建設）

延床面積     ９７９㎡ 

         構  造  鉄筋コンクリート造 地上３階建 

         蔵 書 数  １４４，８３８冊（令和４年４月現在） 

貸出者数   ３０，０２６人（令和３年度） 

         貸出冊数  １１１，７２９冊（令和３年度） 

名  称：北九州市立門司図書館大里分館 

    所 在 地：北九州市門司区高田二丁目２番１８号（大里柳市民センター２階） 

    施設内容：開館年月  昭和４８年５月（平成２３年７月建設） 

延床面積    ５８５㎡ 

         構  造  鉄筋コンクリート造 地上２階建（２階部分） 

         蔵 書 数   ５１，３６６冊（令和４年４月現在） 

貸出者数   ３７，８５９人（令和３年度） 

         貸出冊数  １５０，８１５冊（令和３年度） 

名  称：北九州市立門司図書館新門司分館 

    所 在 地：北九州市門司区吉志新町二丁目１番１号（新門司地区複合公共施設内） 

    施設内容：開館年月  平成１９年３月 

延床面積    ４８０㎡ 

         構  造  鉄筋コンクリート造 地上２階建（１階部分） 

         蔵 書 数   ４２，６０５冊（令和４年４月現在） 

貸出者数   １４，８４２人（令和３年度） 

         貸出冊数   ６３，９５２冊（令和３年度） 

 （２）指定期間 

    令和５年４月１日～令和９年３月３１日（４年間） 

 （３）指定管理者候補の概要 

    名 称：株式会社図書館流通センター 



    所在地：東京都文京区大塚三丁目１番１号 

    主な業務内容：公共図書館、学校図書館を中心とした図書館運営業務の受託、図書館用書

籍及び視聴覚資料（ＣＤ、ＤＶＤ）の販売、図書館用書籍の加工（装備）、書誌データーベ

ース（ＴＲＣ－ＭＡＲＣ）の作成、販売。 

２ 指定の経緯 

   令和４年 ７月１４日  募集要項配布 

   令和４年 ９月１５日  募集締め切り 

   令和４年 ９月３０日  第１回指定管理者検討会の開催 

   令和４年１０月 ７日  第２回指定管理者検討会の開催 

   令和４年１０月     指定管理者候補を決定 

（１）応募資格 

    法人、その他の団体で、本社、本店又は主たる営業所、事務所等を、事故など緊急な対処

を要する事態が発生した場合に迅速に対応できる場所に有すること。（個人による応募は不

可）また、募集説明会に参加していること。 

    グループでの応募も可能。その場合は、応募時に共同事業体を結成し、代表団体を定めて

いただき、上記の用件を、その代表団体に求める。 

（２）応募状況 

    説明会参加：３団体 

    応募件 数：３団体（株式会社日本施設協会、株式会社図書館流通センター、シダックス

大新東ヒューマンサービス株式会社） 

３ 選定方法 

   指定管理者の選定に当たっては、学識経験者や専門家等による指定管理者検討会を開催し、

応募者から提出された事業計画書等について検討した。市は、検討会の検討結果を参考に指定

管理者候補を決定した。 

４ 検討会構成員 

  ・［北九州市立図書館協議会］中島 徹  （北九州市立図書館協議会委員） 

  ・［学識経験者］      中尾 泰士 （北九州市立大学副学長） 

  ・［市民代表者］      森  聖子 （北九州市身体障害福祉協会常務理事） 

  ・［読書ボランティア関係者］尾場瀬 淳美（絵本専門士） 

  ・［財務専門家］      隈井 文生 （中小企業診断士） 

５ 選定基準 

選定基準（＝審査項目）及びポイント

１ 指定管理者としての適性

（１）公立図書館の管理運営に対する基本的考え方（理念・方針）



・図書館運営の基本的視点、あるいは設置目的や性格（生涯学習施設、情報収集・発信拠点施設）

を十分理解したうえで、図書館の役割認識及び運営理念（考え方）をもち、その内容が優れてい

るか。 

・事業者の独自性（個性）が発揮されているか。

（２）安定的な人的基盤や財政的基盤 

・経営状況が良好で、長期にわたり安定的な管理運営を行う人的・財政的基盤等を有しているか。

または、確保できる見込みがあるか。

（３）管理運営実績や専門的知識を有する 

・図書館運営の業務実績があり、一定の成果をあげているか。 

・図書館運営の専門的知識や経験を有し、熱意や意欲が高いか。 

・複数団体が共同して一つの応募団体となっている場合、それぞれの責任分担が明確になっている

か。 

２ 管理運営計画の適確性

【有効性】 

（１）施設の設置目的の達成に関する取り組み 

・施設の管理運営（指定管理業務）に係る事業計画の内容が図書館の効用を最大限に発揮し、設

置目的（図書館管理運営の基本的な考え方）に沿った成果が得られるか。 

以下の点を考慮した取り組み内容であるか。 

 ・利用者ニーズに応えられる窓口対応や蔵書管理等に対する適正かつ具体的な提案はあるか。 

・読書に親しむ子どもや大人を増やす具体的な提案があるか。 

・中央図書館や子ども図書館、他の地区図書館との連携が図られているか。 

・地区の幼稚園、保育園、小・中学校、特別支援学校、障害児童施設等との連携した取り組みに

ついての提案があるか。 

・区役所、市民センター、子育て関連施設、商業施設、レジャー施設等の多様な施設との連携し

た取り組みについて提案があるか。 

・地元自治会、ＮＰＯ・ボランティア団体、郷土史会等との連携した取り組みについて提案があ

るか。 

・障害者の就労支援への貢献について具体的な提案があるか。 

・読み聞かせボランティアの育成や子ども司書の養成等、子ども読書活動推進のための取り組み

について具体的な提案があるか。 

・ホームページの作成・更新等、広報活動を通じて、利用者への情報提供が図られるような効果

的な提案があるか。 

・ボランティア活動支援や、利用者が参画できるイベントなど、親しみやすい図書館のための提

案があるか。 

・上記のほか、有効スペースの活用を通じて図書館の活性化に寄与する実現可能な提案があるか。

（２）利用者の満足度

・利用者が気軽に図書館を利用出来るように、利用者からの意見を把握し、図書館サービスの質

を維持・向上するための具体的な提案がなされているか。 

・利用者からの苦情に対する対策（対応）が十分に考えられているか。 

・利用者の抱えている課題解決を支援する取り組みについて、具体的な提案があるか。

【効率性】



（３）指定管理業務に係る経費

・図書館の管理運営に係る費用が、効果的・効率的で妥当なものであるか。 

・図書館の管理運営に係る収支計画の内容（収支見積書に記載の人件費・物件費・事業費及び項

目など）が、合理的かつ妥当なものであるか。 

・清掃、警備、設備の保守点検などの業務について、指定管理者から再委託が行われる場合、そ

れらが適切な水準で行われているか。 

【適正性】

（５）管理運営体制など

 ・施設の管理責任者、組織・管理運営体制が明確に示されているか。 

・運営にあたる人員配置は適正であるか。 

・運営にあたる人員は必要な資格、経験などを有し、実践能力が高いか。 

・図書館職員の能力向上（レファレンス等）のため、内部研修の実施など、研修体制について具

体的な提案があるか。 

・複数の図書館（本館と分館）を管理するための連携が図られているか。 

・障害者の雇用に努めているか。 

（６）平等利用、安全対策、危機管理体制など

・利用者の個人情報を保護するための対策が十分に考えられているか。 

・利用者が平等に利用できるよう配慮されているか。 

・館内美化に努めるとともに、日常の事故防止などの安全対策（盗難・ 痴漢・暴力行為）や、事

故発生時の対応などが十分に考えられているか。 

・防犯、防災対策や非常災害時（火災・台風・地震・水害）の危機管理体制などが十分考えられ

ているか。 

  【評価レベル】 

評価 

レベル 
乗 率 評価レベルの考え方 

５ １００％ 
特に優れている（市の要求水準を大幅に上回っている、高度な能力を有してい

る） 

４ ８０％ 優れている（市の要求水準を上回っている、十分な能力を有している） 

３ ６０％ 普通（市の要求水準を満たしている、一応の能力を有している） 

２ ４０％ 多少不十分である（市の要求水準を下回っている、多少能力が乏しい） 

１ ２０％ 不十分である（市の要求水準を大幅に下回っている、能力が乏しい） 

０ ０％ 劣っている（能力がほとんどなく、任せることに不安がある） 



６ 審査結果 

（１） 評価レベル及び得点 

団体名 
選定基準（＝審査項目） 

及びポイント 
配点 

評価レベル 

得点 構成員 
平均 

審査 

結果 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

株
式
会
社

日
本
施
設
協
会

１ 指定管理者としての適性

(1) 公立図書館の管理運営に対

する理念、基本方針 
5 4 4 5 3 3 3.8 4 4 

(2) 安定的な人的基盤や財政基

盤 
5 4 3 5 4 4 4.0 4 4 

(3) 管理運営実績や専門的知識

を有する 
5 4 4 5 4 3 4.0 4 4 

２ 管理運営計画の適確性

【有効性】 

(1) 施設の設置目的の達成に

関する取組み 
30 4 4 4 4 3 3.8 4 24 

(2) 利用者の満足度 10 3 3 4 4 3 3.4 3 6 

【効率性】

(3) 指定管理者に係る経費 25 3 4 4 3 3 3.4 3 15 

【適正性】

(5) 管理運営体制など 10 4 3 4 3 3 3.4 3 6 
(6) 平等利用、安全対策、危

機管理体制など 
10 3 4 5 4 3 3.8 4 8 

合  計 100 71 75 85 72 61 ― 71 

地元団体に対する優遇措置（5点） 76 

株
式
会
社

図
書
館
流
通
セ
ン
タ
ー

１ 指定管理者としての適性

(1) 公立図書館の管理運営に対

する理念、基本方針 
5 5 4 5 4 4 4.4 4 4 

(2) 安定的な人的基盤や財政基

盤 
5 5 4 5 4 3 4.2 4 4 

(3) 管理運営実績や専門的知識

を有する 
5 5 5 5 4 4 4.6 5 5 

２ 管理運営計画の適確性

【有効性】 

(1) 施設の設置目的の達成に

関する取組み 
30 4 4 4 4 3 3.8 4 24 

(2) 利用者の満足度 10 3 4 5 3 3 3.6 4 8 

【効率性】

(3) 指定管理者に係る経費 25 3 5 3 2 3 3.2 3 15 

【適正性】

(5) 管理運営体制など 10 4 5 4 4 4 4.2 4 8 
(6) 平等利用、安全対策、危

機管理体制など 
10 4 4 5 4 4 4.2 4 8 

合  計 100 76 88 82 68 66 ― 76 

地元団体に対する優遇措置(3点） 79 



シ
ダ
ッ
ク
ス
大
新
東
ヒ
ュ
ー
マ
ン
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

１ 指定管理者としての適性

(1) 公立図書館の管理運営に対

する理念、基本方針 
5 4 3 3 3 4 3.4 3 3 

(2) 安定的な人的基盤や財政基

盤 
5 2 4 5 2 3 3.2 3 3 

(3) 管理運営実績や専門的知識

を有する 
5 4 3 3 3 4 3.4 3 3 

２ 管理運営計画の適確性

【有効性】 

(1) 施設の設置目的の達成に

関する取組み 
30 5 3 3 3 4 3.6 4 24 

(2) 利用者の満足度 10 3 3 4 3 4 3.4 3 6 

【効率性】

(3) 指定管理者に係る経費 25 4 3 4 3 3 3.4 3 15 

【適正性】

(5) 管理運営体制など 10 2 3 4 3 4 3.2 3 6 
(6) 平等利用、安全対策、危

機管理体制など 
10 3 3 5 3 4 3.6 4 8 

合  計 100 76 61 75 59 74 ― 68 

※「平均」欄は小数点第１位まで記入。小数点第２位以下は切捨て 

（２）検討会における主な意見 

     ①日本施設協会 

・公立図書館等の運営実績から、専門的知識や資格、経験は十分であり、司書資格者は 91％

を超え、適切なサービスが期待できる。 

・子ども向けのサービスから、地域の声を反映した大人向イベントの実施等、数多くの提案は

評価できる。 

       ・これまでの運営実績もあり、能力は十分であるが、提案が総花的で特徴にかける印象がある。 

②図書館流通センター

    ・「これからの図書館サービスのあり方について」における基本的な方向性を踏まえた提案が

分かり易くまとめられている。 

    ・豊富な実績を背景に、専門的知識や資格、経験を十分に有している。 

    ・ユニバーサルツールの導入等、全国展開している団体のサービス水準を北九州市民に提供で

きるメリットは大きい。 

③シダックス大新東ヒューマンサービス 

   ・「子ども読書プラン」に言及するなど、若者向けの提案内容は評価できる。 

   ・提案内容に新規性を感じる。電子図書館の整備やアプリを使った図書館サービスの提案は興

味深い。 

   ・障害のある人、要介護認定者、医療的ケア児、妊娠中の人等への宅配サービスの提案は新し

い。 

（３）検討会における検討結果（総合的な所見） 

  「日本施設協会」は、門司図書館の現在の指定管理者であり、長年の実績として安心感や

信頼性はある。一方で、提案内容が総花的で特徴に欠けており、既存業務以外の新規事業も



提案しているが、「多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応する」という指定管

理の目的からは疑問が残るものとなっている。 

「シダックス大新東ヒューマンサービス」は、指定管理者が行う電子図書館や図書の宅配サ

ービスなど斬新な提案を行ったことは評価できる。一方で、個々の提案内容の事業費があいま

いであり、指定管理業務の提案でない将来的な可能性まで提案しており、実行性・信頼性に欠

けると判断した。 

「図書館流通センター」は、全国での図書館運営や市内での図書館運営の豊富な実績がある。

審査項目の［適性］［有効性］［適正性］については、３社の中で最高得点となっている。提案

内容も、SDGｓを視野に入れた内容、ユニバーサルツールの活用、障害者雇用など、「障害者差

別解消法」や「読書バリアフリー法」をしっかりと踏まえたものとなっている。これらの取組

などを総合的に判断した結果、「図書館流通センター」が指定管理者として相応しいと判断す

る。検討会における議論を十分に考慮し、最終決定を行うよう市に求めることとする。 

７ 選定結果 

   市は、検討会の検討結果を参考に、株式会社図書館流通センターを指定管理者候補に選定し

た。 

（１）選定された団体の主な提案内容 

   別紙「提案概要」のとおり 

（２）市における主な選定理由 

・「これからの図書館サービスのあり方について」における基本的な方向性を踏まえた提案が

分かり易くまとめられており、図書館に関する専門業者としての強みを発揮する提案とな

っている。 

   ・「今のあたりまえを見直し、未来のあたりまえをつくる」というコンセプトやＳＤＧｓを視

野に入れた魅力的な提案がある。 

・ 財務書類及び事業計画書から長期に渡り安定的な管理運営を行う人的・財政的基盤を備え

ており、安定した管理運営ができると判断される。 

   ・本市及び他都市での指定管理者の実績は豊富であり、専門的知識や資格・経験を活かした

全国レベルの図書館サービスが期待できる。 

   ・市が求める数値目標に沿った目標設定がなされており、子ども向け、大人向けのサービス

充実に向けた具体的な提案がなされている。 

   ・ＰＤＣＡサイクルによる適正な予算執行や経理事務の考え方と取り組みなど図書館の管理

運営に係る収支計画の内容は合理的であり、経費削減の取り組みも十分なされている。 

   ・ユニバーサルデザインの明確化、心のバリアフリーの記載、講座時等の情報保障について

の提案があり、他地域（岩手県や熊本県）での災害時における復旧支援の豊富な経験があ

る。 

８ 提案額 

   令和５年度  ７９，２９９千円 

   令和６年度  ７９，２９９千円 

   令和７年度  ７９，２９９千円 

   令和８年度  ７９，２９９千円 


